
子ども政策課 

 

 議案第１１号 

港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

 

  国の「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」（令和７年内閣府令第１

号）の一部改正を踏まえ、港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（令和７年港区条例第５１号。以下「条例」といいます。）の一部を改正

します。 

 

１ 改正理由 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）において、月一定時間までの利用可能枠

の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として、

乳児等通園支援事業※が定められ、令和８年度から子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）に基づく保護者への新たな給付事業として実施されます。 

併せて、乳児等通園支援事業者が区分ごとの利用定員に捉われず、柔軟に乳児等通

園支援事業を実施することができるよう、省令改正が行われました。 

この省令改正を踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

※乳児等通園支援事業の通称は、「こども誰でも通園制度」です。 

 

２ 改正内容 

（１）運営規程に定める利用定員について、乳児及び幼児の区分ごとの定員設定を不

要とします。 

（２）その他規定の整備 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

令和８年２月２５日 資料№３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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子ども政策課 

 

こども誰でも通園制度に関する資料について 

（議案第１１号及び第１２号関連） 

 

 

 こども誰でも通園制度に関する以下の資料については、次ページのとおりで

す。 

 

１ 既存の条例に係る改正前条文 

２ 令和７年１２月２２日開会の保健福祉常任委員会資料 

 

令和８年２月２５日 資料№３－３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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○
港
区
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

条
例
第
二
十
三
号 

目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条―

第
二
十
一
条
） 

第
二
章 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

第
一
節 

通
則
（
第
二
十
二
条
） 

第
二
節 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
三
条―

第
二
十
六
条
） 

第
三
節 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
九
条
） 

付
則 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
港
区
（
以
下

「
区
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

乳
児
等
通
園
支
援 

利
用
乳
幼
児
へ
の
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
並
び
に
そ
の
保
護
者
と
の
面
談
及
び
当
該
保
護
者
へ
の
援
助
を
い
う
。 

二 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。 
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三 

利
用
乳
幼
児 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。 

四 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 

五 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
最
低
基
準
の
目
的
） 

第
三
条 

最
低
基
準
は
、
明
る
く
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
管
理
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児
が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
の
向
上
） 

第
四
条 

区
長
は
、
港
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
（
令
和
二
年
港
区
条
例
第
五
十
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
港
区
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に

属
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
に
対
し
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

区
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
と
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
） 

第
五
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
一
般
原
則
） 

第
六
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
そ
の
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
評
価
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
及
び
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
七
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的

計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
及
び
訓
練
（
次
項
の
訓
練
を
除
く
。
）
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
、
消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
八
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備

の
安
全
点
検
、
職
員
、
利
用
乳
幼
児
等
に
対
す
る
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る

安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の

内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 
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（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
九
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
利
用
乳
幼
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児

の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら

れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
自
動
車
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認

め
ら
れ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備

え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
所
在
の
確
認
（
利
用
乳
幼
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
要
件
） 

第
十
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
か
つ
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
務
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
十
一
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽さ

ん

に
励
み
、
法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維

持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
十
二
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
と
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
と
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
そ
の
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
に

支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及

び
職
員
と
し
て
兼
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
） 

5

11



5 
 

第
十
三
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
等
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
利
用
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に

有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
等
を
行
う
際
の
不
当
な
行
為
の
禁
止
） 

第
十
五
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
て
乳
児
等
通
園
支
援
又
は
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る

等
不
当
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
十
六
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
及
び
衛
生
上

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症

及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
食
事
） 

第
十
七
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
に
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
外
で
調
理
し
、
運
搬
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

6

12



6 
 

（
運
営
規
程
） 

第
十
八
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容 

三 

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

四 

乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い
日 

五 

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額 

六 

乳
児
及
び
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員 

七 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び
に
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

八 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

九 

非
常
災
害
対
策 

十 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
一 

そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
備
え
る
帳
簿
） 

第
十
九
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
利
用
乳
幼
児
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
二
十
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が

7
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な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
等
） 

第
二
十
一
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
す
る
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応

す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
し
、
区
か
ら
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要

な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

第
一
節 

通
則 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
） 

第
二
十
二
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。 

一 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
で
あ
っ
て
次
号
に
定
め
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も
の 

二 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保
育
所
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業
を
利

用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下
の
数
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

第
二
節 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

（
設
備
の
基
準
） 

第
二
十
三
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 
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一 

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

乳
児
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

三 
ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
第
一
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

四 
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

五 

満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

六 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

七 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

八 

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
を
二
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
二
十
四
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
士
そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
区
長
が
行
う
研
修
（
区
長
が
指
定
す
る
都
道

府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
し
、
そ

の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
を
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
と
が
一
体
的
に

運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
職
員
（
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
に
従
事

す
る
職
員
に
限
る
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
が
保
育
士
で
あ
る
と
き
。 

二 

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
数
が
三
人
以
下
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
保
育
所
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
が

9
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現
に
行
わ
れ
て
い
る
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
お
い
て
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
一
般
型
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容
） 

第
二
十
五
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
準
じ
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

特
性
に
留
意
し
て
、
利
用
乳
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
乳
児
等
通
園
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
護
者
と
の
連
絡
） 

第
二
十
六
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容
等
に
つ
き
、
当
該
保
護
者
の
理

解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

（
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
二
十
七
条 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

保
育
所 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
保
育
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園 

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準 

三 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科

学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
） 

四 

家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所 

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
（
居
宅
訪

問
型
保
育
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 
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（
準
用
） 

第
二
十
八
条 

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
中

「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
を
行
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
中
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 
雑
則 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
九
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、

書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有

体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

付 

則
（
令
和
七
年
十
二
月
九
日
条
例
第
五
十
九
号
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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各総合支所管理課 

子 ど も 政 策 課 

保 育 課 

教 育 長 室 

学 務 課 

 

港区における「こども誰でも通園制度」の実施について 

 

 全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するため、国の「こ

ども誰でも通園制度」を一部拡大した、区独自の「こども誰でも通園制度」を実施し

ます。 

 

１ 背景 

国は、令和６年６月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律に

より、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に

利用できる新たな通園給付として、「こども誰でも通園制度」を創設しました。 

令和７年度からは、地域子ども・子育て支援事業に位置付けられ、実施は自治体

の判断次第とされましたが、令和８年度からは給付制度として本格実施され、全自

治体において実施が義務付けられます。 

  区においても、令和６年度から、国の「こども誰でも通園制度」を見据え、その

ニーズを把握するため、「未就園児の定期的な預かり事業」を試行的に実施してき

ました。 

   

２ 事業内容 

 港区 国 

対象児童 未就園児 

（認可外保育施設の通園児 

は対象） 

未就園児 

（認可外保育施設の通園児 

は対象） 

対象年齢 生後６か月～ 

２歳児クラス 

生後６か月～ 

３歳の誕生日の前々日 

利用可能時間 月２４時間を上限 月１０時間を上限 

利用方式 原則、定期利用 

（同一園で最大半年） 
定期、不定期どちらも可 

保育方法 
原則、一般型 

・在園児合同型 

・専用室独立型 

一般型 

・在園児合同型 

・専用室独立型 

余裕活用型 

利用料 無料 ３００円程度/１時間 

利用者決定方法 原則、抽選 保護者から施設へ直接予約 

 

令和７年１２月２２日 資料№３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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②認定証交付 

③利用申請（区立保育園等、私立保育園等及び区立幼稚園） 

④利用決定通知（区立保育園等、私立保育園等及び区立幼稚園） 

③利用申請 

④利用決定通知 

※①と③は同時に可能 

 

３ 令和８年度の実施施設及び定員 

（１）実施施設（２３施設） 

区立保育園等   １０施設 

私立保育園等   １０施設 

区立幼稚園     ２施設 

私立幼稚園     １施設 

（２）定員 

   令和８年度の定員は１時間当たり１０３名です。 

   施設ごとの定員は別紙のとおりです。 

 

４ 利用の流れ等 

（１）利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用者の決定方法 

  ア 区立保育園等及び区立幼稚園 

    利用希望者が定員を超える場合は、区が抽選を行い、利用者を決定します。 

    なお、年度途中の転出等に備えて、補欠利用者も同時に決定します。 

  イ 私立保育園等 

利用希望者が定員を超える場合は、区が抽選にて利用申請者の順位を決定し

ます。 

各施設は、その順位をもとに各利用者と調整をしながら利用日時を決定しま

す。 

  ウ 私立幼稚園 

    利用者の募集は各園で実施することとし、実施日時や利用者の決定について

も各園の考え方に基づいて実施することとします。 

（３）募集スケジュール（予定） 

令和８年１月下旬 認定申請・利用申請受付開始 

２月中旬 認定申請・利用申請受付〆切 

    ３月上旬 抽選及び結果発表 

   ※１ 私立幼稚園は、別途園ごとに募集します。 

   ※２ ６か月ごとに利用申請を受け付けます。 

①認定申請 

利用者 

私立幼稚園 

区 
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５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年１月中旬  区ホームページ及び広報みなとでの周知 

        下旬  募集開始 

４月１日  事業開始 
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令和８年度こども誰でも通園制度の定員について

０歳 １歳 ２歳 合計

1 一般 区立保育園 芝保育園 － 2 0 0 2

2 一般 港区保育室 芝公園二丁目保育室 ＨＩＴＯＷＡキッズライフ（株） 0 5 6 11

3 一般 私立保育園 汐留サーノ保育園 (福)寿広福祉会 0 0 3 3

4 一般 私立幼稚園 明徳幼稚園（※１） （学）明徳学園 0 0 9 9

2 5 18 25

5 一般 区立保育園 麻布保育園 － 0 2 0 2

6 一般 私立保育園 コスモス西麻布保育園 （株）スリーピース 1 1 1 3

7 一般 私立保育園 リトルパルズ保育園六本木 （株）アイ・エス・シー 1 0 1 2

8 一般 小規模保育事業 デイジー保育園麻布十番フォレスト （株）スリーピース 1 0 0 1

3 3 2 8

9 一般 港区保育室 青南保育室 アソシエ・インターナショナル（株） 3 5 0 8

10 一般 港区保育室 第二青南保育室 アソシエ・インターナショナル（株） 0 0 6 6

11 一般 私立保育園 小学館アカデミー南青山保育園 （株）小学館アカデミー 0 1 1 2

12 一般 区立幼稚園 中之町幼稚園（※２） － 0 0 5 5

3 6 12 21

13 一般 区立保育園 伊皿子坂保育園 － 2 0 0 2

14 一般 港区保育室 桂坂保育室 ㈱日本保育サービス 3 5 0 8

15 一般 港区保育室 志田町保育室 ミアヘルサ（株） 0 5 6 11

16 一般 私立保育園 高輪さつき保育園 フミ・コーポレーション（株） 0 0 3 3

17 一般 私立保育園 ほっぺるランド高輪二丁目 （株）テノ．コーポレーション 0 0 1 1

18 一般 私立保育園 高輪夢保育園 （福）夢工房 1 2 2 5

19 一般 区立幼稚園 高輪幼稚園（※２） － 0 0 5 5

6 12 17 35

20 一般 区立保育園 しばうら保育園 小学館アカデミー・太平ビルサービス共同事業グループ 2 0 0 2

21 一般 港区保育室 五色橋保育室 ミアヘルサ（株） 0 5 0 5

22 一般 私立保育園 （仮称）トレジャーキッズしばうら保育園 （株）セリオ 0 5 1 6

23 一般 小規模保育事業 にじのそら保育園芝浦 （福）ひかり会 1 0 0 1

3 10 1 14

17 36 50 103

※１　明徳幼稚園は、令和８年５月から実施予定です。また、週１日、１回３時間の実施です。(長期休業中の実施はなし）

※２　中之町幼稚園、高輪幼稚園は週４日、１回２時間30分の実施です。(長期休業中の実施はなし）

No. 地区 実施類型 施設種別 施設名 運営事業者
定員

芝

小計

麻
布

小計

赤
坂

小計

高
輪

小計

芝
浦
港
南

小計

合計

別 紙

４
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